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EP関連資料 

一審（"first instance"）の手続にも大きな影響を与える大幅な改正が 

EPOの審判手続規則に対して行われる（発効日：2020年 1月 1日） 
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１．はじめに 

EPO における現行の審判手続規則は、2007 年に発効しました。その後、改正に向けての作

業が進められ、2019 年 6 月 26 日及び 27 日の管理理事会の会議において、改正審判手続規則

（案）が承認されました。改正審判手続規則の発効日は、2020年 1月 1日です。 
 

改正審判手続規則の発効は、審判手続のみならず、一審（"first instance"）の手続（EPOに

おけるプロセキューションや異議申立の手続）にも大きな影響を与えるものです。EPO の審判

部は、例えば、EPO 内の審判部以外の他の部門によって下された査定／決定（一審（"first 

instance"）と称される。）に対する専属管轄権を有しています。但し、審判部は、EPCの精神

および目的（Article 23 EPC）によって拘束を受けます。 
 

改正審判手続規則は、2020年 1月 1日以降にファイルされる審判事件のみに適用されるので

はなく、上記発効日の時点で係属している審判事件にも適用されます。そこで、以下に説明す

るように、主な改正内容を理解した上で、EPO に係属中の審判事件をレビューし、今回の改正

に伴う不利益を減少させるための措置を講じることを検討ください。 

 

【全 5頁】 
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